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１ 新座市国民保護対策本部及び新座市緊急対処事態対策本部条例

（平成１８年新座市条例第４号）

（趣旨）

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律（平成１６年法律第１１２号。以下「法」という。）第３１条（法第１８３

条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、新座市国民保護対策本部及

び新座市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 新座市国民保護対策本部長（以下「本部長」という。）は、新座市国民保

護対策本部（以下「対策本部」という。）の事務を総括する。

２ 対策本部の副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を助け、対策本

部の事務を整理する。

３ 対策本部の本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、対策本

部の事務に従事する。

４ 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことがで

きる。

５ 前項の職員は、市職員のうちから、市長が任命する。

（会議）

第３条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、

必要に応じ、対策本部の会議を招集する。

２ 本部長は、法第２８条第６項の規定に基づき、国の職員その他市職員以外の

者を対策本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めるこ

とができる。

（部）

第４条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

３ 部に部長を置き、本部長が指名する本部員をもって充てる。

４ 部長は、部の事務を掌理する。

（現地対策本部）
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第５条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本

部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の対策本部の職員のうちか

ら本部長が指名する者をもって充てる。

２ 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

（準用）

第６条 第２条から前条までの規定は、新座市緊急対処事態対策本部について準

用する。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、対策本部及び新座市緊急対処事態対策本

部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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２ 新座市国民保護協議会条例

（平成１８年新座市条例第５号）

改正 平成２９年１１月３０日条例第２８号

（趣旨）

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律（平成１６年法律第１１２号）第４０条第８項の規定に基づき、新座市国

民保護協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。

（委員）

第２条 協議会の委員の定数は、４５人以内とする。

（会長の職務代理）

第３条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を

代理する。

（会議）

第４条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

（庶務）

第５条 協議会の庶務は、総務部において処理する。

（平２９条例２８・一部改正）

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が協議会に諮って定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２９年条例第２８号）抄

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年１月１日から施行する。
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３ 新座市国民保護協議会委員一覧（令和２年１月１日現在）

委員の別 区分 機関名 職名

会 長 － 新座市 市 長

１号委員 指定地方行政機関 北関東防衛局企画部 地方協力基盤整備課事態対処支援室長

２号委員 自衛隊に所属する者 陸上自衛隊第３２普通科連隊 第 ３ 中 隊 長

３号委員 県 職 員
埼玉県危機管理防災部 危機管理課長

新座警察署 署 長

４号委員 副 市 長 新座市 副 市 長

５号委員
教育長及び
消防長又は消防吏員

新座市教育委員会 教 育 長

埼玉県南西部消防本部 消 防 長

６号委員 市 職 員
新座市

総合政策部長
総 務 部 長
財 政 部 長
市民生活部長
総合福祉部長
こども未来部長
いきいき健康部長
都市整備部長
上下水道部長

新座市教育委員会
教育総務部長
学校教育部長

７号委員

市の区域において

業務を行う指定公

共機関又は指定地

方公共機関の役員

又は職員

日本赤十字社埼玉県支部 救 護 ・ 講 習 課 長

東日本高速道路株式会社 関東支社 所沢管理事務所 副 所 長

日本郵便株式会社 新座郵便局 総 務 部 長

東京電力パワーグリッド株式会社 志木支社 支 社 長

東京瓦斯株式会社 北部支店 支 店 長

西武バス株式会社 新座営業所 所 長

東武バスウエスト株式会社 新座営業事務所 所 長

佐川急便株式会社 練馬店 安全推進課 係長

ヤマト運輸株式会社 武蔵野主管支店 安全推進課長

一般社団法人埼玉県トラック協会 朝霞支部 支 部 長

東日本電信電話株式会社 埼玉事業部 埼玉南支店 支 店 長

８号委員
国民の保護のための

措置に関し知識又は

経験を有する者

新座市消防団 団 長

新座市町内会連合会 会 長

社会福祉法人新座市社会福祉協議会 会 長

新座市民生委員・児童委員協議会 理 事

新座市婦人会連合会 副 会 長

新座市商工会 会 長

一般社団法人朝霞地区医師会 新座支部長

一般社団法人朝霞地区歯科医師会 新座支部長

東武ステーションサービス株式会社 志 木 駅 長

株式会社ドコモＣＳ 埼玉支店 ネットワーク部長
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４ 新座市緊急事態連絡会議設置要綱

（平成１８年８月２２日市長決裁）

（設置）

第１条 市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害を及ぼす事故等の緊急事態

が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、迅速な情報の収集、

関係機関との連絡調整を図るとともに、対応を円滑に行うため、新座市緊急事

態連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。

（対象となる緊急事態）

第２条 連絡会議を設置する対象となる緊急事態は、次に掲げるものとする。

⑴ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確

保に関する法律（平成１５年法律第７９号）第２条に規定する武力攻撃事態

及び武力攻撃予測事態

⑵ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確

保に関する法律第２２条第１項に規定する緊急対処事態

⑶ 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災

害のうち、大規模な火事、爆発及び災害対策基本法施行令（昭和３７年政令

第２８８号）第１条で定める原因によるもの

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

（組織）

第３条 連絡会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

⑴ 議 長 市長

⑵ 副議長 副市長

⑶ 委 員 教育長、総務部長、総合政策部長、財政部長、市民生活部長、総

合福祉部長、こども未来部長、いきいき健康部長、都市整備部

長、上下水道部長、会計管理者、教育総務部長、学校教育部長

（会議）

第４条 連絡会議は、議長が招集し、主宰する。ただし、議長が不在のときは、

副議長がその職務を代行する。

２ 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めることがで

きる。

（所掌事務）

第５条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

⑴ 緊急事態情報の収集に関すること。
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⑵ 緊急事態対応策の検討に関すること。

⑶ 関係機関との連絡調整等に関すること。

⑷ 前３号に掲げるもののほか、必要な緊急事態対策に関すること。

（開設期間等）

第６条 市長は、緊急事態の発生等に際し、緊急に対応の必要があると認められ

るときは、連絡会議を開設する。ただし、災害対策本部、国民保護対策本部又

は緊急対処事態対策本部が開設されるときは、この限りでない。

２ 部長等は、連絡会議における市長の指示等を踏まえ、所管業務に係る対策を

講じるものとする。

３ 市長は、緊急事態による被害が拡大するおそれが解消したと認めたとき、又

は災害対策本部、国民保護対策本部若しくは緊急対処事態対策本部が開設され

たときは、連絡会議を閉鎖する。

（庶務）

第７条 連絡会議の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

（委任）

第８条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議

長が別に定める。

附 則（平成１８年８月２２日市長決裁）

この要綱は、決裁のあった日から実施する。

附 則（平成１９年３月７日市長決裁）

この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。

附 則（平成２１年３月３１日市長決裁）

この要綱は、平成２１年４月１日から実施する。

附 則（平成２３年３月３１日市長決裁）

この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。

附 則（平成２９年３月２２日市長決裁）

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。

附 則（平成２９年１２月２８日市長決裁）

この要綱は、平成３０年１月１日から実施する。
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５ 新座市国民保護協議会運営要綱

（平成１８年５月２９日市長決裁）

（趣旨）

第１条 この要綱は、新座市国民保護協議会条例（平成１８年新座市条例第５号）

第６条の規定に基づき、新座市国民保護協議会（以下「協議会」という。）の運

営に関し必要な事項を定めるものとする。

（会議の招集）

第２条 協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題を定め、委員に

通知しなければならない。

（異動の報告）

第３条 委員に異動のあったときは、その後任者は、直ちに職名、氏名及び異動

年月日を会長に報告しなければならない。

（会議の記録）

第４条 会長は、議事録を作成しておかなければならない。

２ 議事録には、次の事項を記載しなければならない。

⑴ 会議の日時及び場所

⑵ 出席した委員の職名及び氏名

⑶ 議事の件名及び概要並びに議決事項

⑷ 前３号に掲げるもののほか、必要と認める事項

（会議の傍聴）

第５条 会議の傍聴を希望する者は、会場で受付をし、係員の指示に従い入室す

るものとする。

２ 会議の傍聴の定員は、おおむね１０人以内とする。

３ 傍聴の受付は先着順とし、協議会の開催定刻３０分前から１０分前までの間

に行うものとする。

４ 傍聴者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

⑴ 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明

しないこと。

⑵ 騒ぎ立てるなど、議事の妨害をしないこと。

⑶ 会場において、飲食及び喫煙をしないこと。

⑷ 会場において、会長の許可なく会議の模様を撮影し、又は録音等を行わな

いこと。

５ 傍聴者が前項の規定を守らないときは、会長は、これを制止し、その命令に
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従わないときは、当該傍聴者を退場させることができる。

（庶務）

第６条 協議会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が定める。

附 則（平成１８年５月２９日市長決裁）

この要綱は、決裁のあった日から実施する。

附 則（平成２９年３月２２日市長決裁）

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。

附 則（平成２９年１２月２８日市長決裁）

この要綱は、平成３０年１月１日から実施する。
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６ 新座市特殊標章等交付要綱

（平成１９年１月１１日新座市告示第８号）

（趣旨）

第１条 この告示は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律（平成１６年法律第１１２号。以下「国民保護法」という。）第１５８条

に規定する事務を円滑に実施するため、武力攻撃事態等における特殊標章等の

交付に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

⑴ 武力攻撃事態等 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及

び国民の安全の確保に関する法律（平成１５年法律第７９号）第１条に規定

する武力攻撃事態等をいう。

⑵ 国民保護措置 国民保護法第１６条の規定に基づき、市長が実施する国民

の保護のための措置をいう。

⑶ 特殊標章 国民保護法第１５８条に規定する特殊標章をいう。

⑷ 身分証明書 国民保護法第１５８条に規定する身分証明書をいう。

⑸ 特殊標章等 特殊標章及び身分証明書をいう。

（対象者）

第３条 市長は、武力攻撃事態等において、次の各号に掲げる者に対し、当該

各号に該当する者であること及び当該国民保護措置に係るこれらの者が行う

職務、業務又は協力のために使用される場所若しくは車両（以下「場所等」

という。）であることを識別させるために特殊標章等の交付を行う。

⑴ 市の職員（消防団長及び消防団員を含む。）で国民保護措置に係る職務を

行うもの

⑵ 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

⑶ 国民保護措置の実施に必要な援助について協力する者

（交付申請）

第４条 前条第２号又は第３号に掲げる者が、特殊標章等の交付を受けようとす

るときは、特殊標章等に係る交付申請書を市長に提出しなければならない。

（交付決定）

第５条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可

否を決定し、交付を決定したときは、特殊標章等の交付をした者に関する台帳
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に登録し、申請者に特殊標章等を交付する。

（特例交付）

第６条 前２条の規定にかかわらず、市長は、人命の救助等のために特に緊急を

要し、対象者からの申請を待ついとまがないと認めるときは、当該申請を待た

ずに特殊標章のみを交付することができる。

（再交付）

第７条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を紛失し、又は使用に堪え

ない程度に汚損し、若しくは破損した場合には、特殊標章等の再交付を受ける

ものとする。この場合において、汚損し、又は破損した特殊標章等を返納しな

ければならない。

２ 前項の規定は、身分証明書の交付を受けた者が身分証明書の記載事項に変更

を生じた場合について準用する。

（有効期間及び更新）

第８条 身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内

容に鑑み、市長が必要と認める期間とする。

２ 身分証明書の更新は、第４条及び第５条の規定に準じて行うものとする。

（身分証明書の携帯）

第９条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章を使用するときは、身分証明

書を携帯するものとする。ただし、第６条の規定による交付を受けた場合にお

いて、特殊標章を使用するときは、この限りでない。

（返納）

第１０条 特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったとき、その他市長が必

要と認めるときは、特殊標章等を返納しなければならない。

（留意事項）

第１１条 特殊標章等の交付を受けた者は、当該特殊標章等を他人に譲り渡し、

又は貸与してはならない。

２ 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を

行っていない場合には、特殊標章等を使用してはならない。

３ 特殊標章により識別させることができる場所等は、専ら国民保護措置に係る

職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。

（訓練における貸与）

第１２条 市長は、国民保護措置についての訓練を実施するに当たって、第３条

各号に掲げる者に対し、特殊標章を貸与することができる。

（体制の整備等）
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第１３条 市長は、武力攻撃事態等における特殊標章等の必要量を勘案した上

で、武力攻撃事態等において特殊標章等を速やかに交付できるようあらかじ

め必要な準備を行うよう努める。

（様式）

第１４条 特殊標章等の様式は、赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用

に関するガイドライン（平成１７年８月２日閣副安危第３２１号内閣官房副長

官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官（事態法制担当）通知）に定め

るところによる。

（雑則）

第１５条 特殊標章等の交付に関する事務は、新座市国民保護対策本部が設置

された場合にあっては本部事務局、その他の場合にあっては総務部危機管理

課が行う。

（委任）

第１６条 この告示に定めるもののほか、様式の作成その他の特殊標章等の交付

に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則（平成２９年告示第９１号）

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年告示第５０７号）

この告示は、平成３０年１月１日から施行する。
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７ 特殊標章及び身分証明書様式

（赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラインから抜粋）

１ 特殊標章

○ 特殊標章は、オレンジ色地に青色の正三角形とし、原則

として次の条件を満たすものとする。

(ｱ) 青色の三角形を旗、腕章又は制服に付する場合には、

その三角形の下地の部分は、オレンジ色とすること。

(ｲ) 三角形の一の角が垂直に上を向いていること。

(ｳ) 三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接してい

ないこと。

○ 特殊標章の大きさは、状況に応じて適当な大きさとす

る。

○ 特殊標章の色については、オレンジ色地の部分はオレン

ジ色（ＣＭＹＫ値：C-0,M-36,Y-100,K-0、ＲＧＢ値：

#FFA500）を、青色の正三角形の部分については青色（Ｃ

ＭＹＫ値：C-100,M-100,Y-0,K-0、ＲＧＢ値：#0000FF）を

目安とする。ただし、他のオレンジ色及び青色を用いるこ

とを妨げるものではない。

２ 身分証明書

表面 裏面

【日本工業規格Ａ７（横７４ミリメートル、縦１０５ミリメートル）】

この証明書を交付等

する許可権者の名を記

載するための余白）

身分証明書

IDENTITY CARD

国民保護措置に係る職務等を行う者用

for civi l defence personnel

氏名/Name

生年月日/Date of birth

この証明書の所持者は、次の資格において、１９４９年 ８月 １２

日のジュネーヴ諸条約及び１９４ ９年 ８月 １２日のジュネーヴ諸

条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議

定

書Ⅰ）によって保護される。

The holder of this card is protected by the Geneva Conventions of 12 August

1949 and by the Protocol Addit ional to the Geneva Conventions of 12 August

1949 , and re l a t i ng to the P ro tec t i on o f V ic t ims o f In te rna t i ona l A rmed

Confl icts (Protocol I) in his capacity as

交付等の年月日/Date of issue 証明書番号/No. of card

許可権者の署名/Signature of issuing authority

有効期間の満了日/Date of expiry

身長/Height 眼の色/Eyes 頭髪の色/Hair

その他の特徴又は情報/Other distinguishing marks or information:

血液型/Blood type

所持者の写真

/PHOTO OF HOLDER

印章/Stamp 所持者の署名/Signature of holder
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８ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の

程度及び方法の基準

（平成２５年１０月１日内閣府告示第２２９号）

（最終改正：令和元年９月３０日内閣府告示第９０号）

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成

１６年政令第２７５号）第１０条第１項の規定に基づき、武力攻撃事態等にお

ける国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準を

次のように定め、平成２５年１０月１日から適用する。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の

程度及び方法の基準

（救援の程度及び方法）

第１条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

（平成１６年政令第２７５号。以下「令」という。）第１０条第１項（令第５２

条において準用する場合を含む。）の規定による救援の程度及び方法の基準は、

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法

律第１１２号。以下「法」という。）第７５条第１項各号及び令第９条各号に掲

げる救援の種類ごとに、次条から第１３条までに定めるところによる。

２ 前項の基準によっては救援の適切な実施が困難な場合には、内閣総理大臣が

特別の基準（次項において「特別基準」という。）を定める。

３ 救援を実施する都道府県知事（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２

条の１９第１項の指定都市においては、その長）は、第１項の基準によっては

救援の適切な実施が困難な場合には、内閣総理大臣に対し、特別基準の設定に

ついて意見を申し出ることができる。

（収容施設の供与）

第２条 法第７５条第１項第１号の収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与は、

次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。

１ 避難所

イ 避難住民（法第５２条第３項に規定する避難住民をいう。）又は武力攻撃

災害（法第２条第４項に規定する武力攻撃災害を言う。以下同じ。）により

現に被害を受け、若しくは受けるおそれのある者（以下「避難住民等」と

いう。）を収容するものであること。

ロ 原則として、学校、公民館等既存の建物を利用すること。ただし、これ
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ら適当な建物を利用することが困難な場合は、野外に仮小屋を設置し、又

は天幕の設営により実施すること。

ハ 避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、

建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮

設便所等の設置費は、１人１日当たり３３０円（冬季（１０月から３月ま

での期間をいう。以下同じ。）については、別に定める額を加算した額）の

範囲内とすること。ただし、福祉避難所（高齢者、障害者等（以下「高齢

者等」という。）であって避難所での避難生活において特別な配慮を必要と

するものを収容する避難所をいう。）を設置した場合は、当該地域において

当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算することができること。

ニ 収容する期間が長期にわたる場合又は長期にわたるおそれがある場合に

は、長期避難住宅を設置し、これに収容することができることとし、１戸

当たりの規模及び避難住民等の収容のため支出できる費用は、次に掲げる

ところによること。

⑴ １戸当たりの規模は、救援の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、

世帯構成等に応じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置

にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務所費

等の一切の経費として、５，７１４，０００円以内とすること。

⑵ 長期避難住宅の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗

器材費、器物の使用謝金、借上費又は購入費並びに光熱水費は、１人１

日当たり３３０円（冬季については、別に定める額を加算した額）の範

囲内とすること。

ホ 長期避難住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね５０戸以上設

置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置できることと

し、１施設当たりの規模及びその設置のため支出できる費用は、別に定め

るところによること。

ヘ 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等で

あって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものを収容する施設を長期

避難住宅として設置できること。

ト 長期避難住宅の設置に代えて、賃貸住宅、宿泊施設等の居室の借上げを

実施し、これらに収容することができること。

チ 法第８９条第３項の規定により準用される建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第８５条第１項本文、第３項及び第４項並びに景観法（平成

１６年法律第１１０号）第７７条第１項、第３項及び第４項並びに法第１３１
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条の規定により準用される特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図

るための特別措置に関する法律（平成８年法律第８５号）第２条、第８条

及び第９条の規定は、長期避難住宅について適用があるものとする。

２ 応急仮設住宅

イ 避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たに被害を受ける

おそれがなくなった後、武力攻撃災害により住家が全壊、全焼又は流失し、

居住する住家がない者であって、自らの資力では住家を得ることができな

いものを収容するものであること。

ロ １戸当たりの規模は、救援の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世

帯構成等に応じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にか

かる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務所費等の一

切の経費として、５，７１４，０００円以内とすること。

ハ 前号ホからチまでの規定は、応急仮設住宅について準用する。

（炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給）

第３条 法第７５条第１項第２号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水

の供給は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行う

こととする。

１ 炊き出しその他による食品の給与

イ 避難所に収容された者、武力攻撃災害により住家に被害を受けて炊事の

できない者及び避難の指示（法第５４条第２項に規定する避難の指示をい

う。以下同じ。）に基づき又は武力攻撃災害により住家に被害を受け避難す

る必要のある者に対して行うものであること。

ロ 被災者が直ちに食することができる現物によるものとすること。

ハ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主

食、副食及び燃料等の経費として１人１日当たり１，１６０円以内とする

こと。

２ 飲料水の供給

イ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により現に飲料水を得ること

ができない者に対して行うものであること。

ロ 飲料水の供給を実施するために支出できる費用は、水の購入費のほか、

給水又は浄水に必要な機械又は器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬

品又は資材の費用とし、当該地域における通常の実費とすること。

（被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与）

第４条 法第７５条第１項第３号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
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（以下「生活必需品の給与等」という。）は、次の各号に定めるところにより行

うこととする。

１ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により、生活上必要な被服、寝

具その他生活必需品を喪失又は損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な

者に対して行うものであること。

２ 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うこ

と。

イ 被服、寝具及び身の回り品

ロ 日用品

ハ 炊事用具及び食器

ニ 光熱材料

３ 生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により１

世帯当たり次に掲げる額の範囲内とすること。この場合においては、季別は、

夏季（４月から９月までの期間をいう。以下同じ。）及び冬季とし、生活必需

品の給与等を行う日をもって決定すること。

４ 避難の指示が長期にわたって解除されない場合又は武力攻撃災害が長期に

わたって継続している場合は、必要に応じ前号に掲げる額の範囲内で再び実

施することができること。

（医療の提供及び助産）

第５条 法第７５条第１項第４号の医療の提供及び助産は、次の各号に定めると

ころにより行うこととする。

１ 医療の提供

イ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により医療の途を失った者に

対して、応急的に処置するものであること。

ロ 救護班において行うこと。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない

場合は、病院若しくは診療所又は施術所（あん摩マッサージ指圧師、はり

師、きゆう師等に関する法律（昭和２２年法律第２１７号）又は柔道整復

師法（昭和４５年法律第１９号）に規定するあん摩マッサージ指圧師、は

り師、きゆう師又は柔道整復師（以下「施術者」という。）がその業務を行

う場所をいう。以下同じ。）において医療（施術者が行うことができる範囲

季別 １人世帯の額 ２人世帯の額 ３人世帯の額 ４人世帯の額 ５人世帯の額
世帯員数が６人以

上１人を増すごと

に加算する額

夏季 18,800 円 24,200 円 35,800 円 42,800 円 54,200 円 7,900 円

冬季 31,200 円 40,400 円 56,200 円 65,700 円 82,700 円 11,400 円
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の施術を含む）を行うことができること。

ハ 次の範囲内において行うこと。

⑴ 診療

⑵ 薬剤又は治療材料の支給

⑶ 処置、手術その他の治療及び施術

⑷ 病院又は診療所への収容

⑸ 看護

ニ 医療の提供のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、

治療材料、破損した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所によ

る場合は国民健康保険の診療報酬の額以内とし、施術所による場合は協定

料金の額以内とすること。

２ 助産

イ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により助産の途を失った者に

対して行うものであること。

ロ 次の範囲内において行うこと。

⑴ 分べんの介助

⑵ 分べん前及び分べん後の処置

⑶ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給

ハ 助産のため支出できる費用は、救護班等による場合は使用した衛生材料

の実費とし、助産師による場合は慣行料金の１００分の８０以内の額とす

ること。

（被災者の捜索及び救出）

第６条 法第７５条第１項第５号の被災者の捜索及び救出は、次の各号に定める

ところにより行うこととする。

１ 避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれ

がない場合、武力攻撃災害により、現に生命若しくは身体が危険な状態にあ

る者又は生死不明の状態にある者を捜索し、又は救出するものであること。

２ 被災者の捜索及び救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための

機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当該地域におけ

る通常の実費とすること。

（埋葬及び火葬）

第７条 法第７５条第１項第６号の埋葬及び火葬は、次の各号に定めるところに

より行うこととする。

１ 武力攻撃災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行
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うものであること。

２ 原則として、棺又は棺材の現物をもって、次の範囲内において行うこと。

イ 棺（附属品を含む。）

ロ 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。）

ハ 骨つぼ及び骨箱

３ 埋葬のため支出できる費用は、１体当たり大人２１５，２００円以内、小

人１７２，０００円以内とすること。

（電話その他の通信設備の提供）

第８条 法第７５条第１項第７号の電話その他の通信設備の提供は、次の各号に

定めるところにより行うこととする。

１ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により、通信手段を失った者に

対して行うものであること。

２ 電話、インターネットの利用を可能とする通信端末機器その他必要な通信

設備を第２条第１号に規定する避難所に設置し、これらの設備を避難住民等

に利用させることにより行うものであること。

３ 電話その他の通信設備の提供のため支出できる費用は、消耗器材費、器物

の使用謝金、借上費又は購入費、必要な通信設備の設置費及び通信費として

当該地域における通常の実費とすること。

（武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理）

第９条 法第７５条第１項第８号の規定に基づく令第９条第１号の武力攻撃災害

を受けた住宅の応急修理は、次の各号に定めるところにより行うこととする。

１ 避難の指示が解除された後若しくは武力攻撃災害により新たに被害を受け

るおそれがなくなった後、武力攻撃災害により住家が半壊若しくは半焼し、

自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わな

ければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して行うもの

であること。

２ 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもっ

て行うものとし、その修理のために支出できる費用は、１世帯当たり

５９５，０００円以内とすること。

（学用品の給与）

第１０条 法第７５条第１項第８号の規定に基づく令第９条第２号の学用品の給

与は、次の各号に定めるところにより行うこととする。

１ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害により、学用品を喪失又は損傷

し、就学上支障のある小学校児童（義務教育学校の前期課程及び特別支援学
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校の小学部の児童を含む。以下同じ。）、中学校生徒（義務教育学校の後期課

程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。以下

同じ。）及び高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び通信制の課程を含

む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、

特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。

以下同じ。）に対して行うものであること。

２ 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うこ

と。

イ 教科書

ロ 文房具

ハ 通学用品

３ 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額の範囲内とすること。

イ 教科書代

⑴ 小学校児童及び中学校生徒 教科書の発行に関する臨時措置法（昭和

２３年法律第１３２号）第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外

の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使用するものを

給与するための実費

⑵ 高等学校等生徒 正規の授業で使用する教材を給与するための実費

ロ 文房具費及び通学用品費

⑴ 小学校児童 １人当たり ４，５００円

⑵ 中学校生徒 １人当たり ４，８００円

⑶ 高等学校等生徒 １人当たり ５，２００円

４ 避難の指示が長期にわたって解除されない場合又は武力攻撃災害が長期に

わたって継続している場合は、必要に応じ前号に掲げる額の範囲内で再び実

施することができること。

（死体の捜索及び処理）

第１１条 法第７５条第１項第８号の規定に基づく令第９条第３号の死体の捜索

及び処理は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行

うこととする。

１ 死体の捜索

イ 避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそ

れがない場合、武力攻撃災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各

般の事情により既に死亡していると推定される者に対して行うものである

こと。



資 料 集

- 115 -

ロ 死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械、器

具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常

の実費とすること。

２ 死体の処理

イ 武力攻撃災害の際死亡した者について、死体に関する処理（埋葬を除く。）

を行うものであること。

ロ 次の範囲内において行うこと。

⑴ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置

⑵ 死体の一時保存

⑶ 検案

ハ 検案は、原則として救護班において行うこと。

ニ 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。

⑴ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、１体当たり

３，５００円以内とすること。

⑵ 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建

物を利用する場合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の

建物を利用できない場合は１体当たり５，４００円以内とすること。こ

の場合において、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必

要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することができる

こと。

⑶ 救護班において検案をすることができない場合は、当該地域の慣行料

金の額以内とすること。

（武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生

活に著しい支障を及ぼしているものの除去）

第１２条 法第７５条第１項第８号の規定に基づく令第９条第４号の武力攻撃災

害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支

障を及ぼしているもの（以下「障害物」という。）の除去は、次の各号に掲げる

救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。

１ 避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれ

がなくなった後、居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に

障害物が運びこまれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自

らの資力をもってしては、当該障害物を除去することができない者に対して

行うものであること。

２ 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のた
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め必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等と

し、１世帯当たり１３７，９００円以内とすること。

（救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費）

第１３条 法第７５条第１項各号に掲げる救援を実施するに当たり必要な場合は、

救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費を支給することができる。

１ 救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、次に

掲げる場合とすること。

イ 飲料水の供給

ロ 医療の提供及び助産

ハ 被災者の捜索及び救出

ニ 死体の捜索及び処理

ホ 救済用物資の整理配分

２ 救援のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における

通常の実費とすること。
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９ 動物の保護等に関する通知

◆ 動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的な

考え方について

（平成１７年８月３１日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農

林水産省生産局畜産部畜産企画課通知）

１ 平素からの備え

地方公共団体は、平素において、災害時における動物の管理等への備えと併

せて、必要に応じ、以下の措置の実施に努めるものとする。

○ 危険動物等の逸走対策

・ 地方公共団体は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第１６条の規定等に基づき、人の生命、身体又は財産に害を

加えるおそれがある動物（以下「危険動物」という。）等の所有者、飼養

状況等について、あらかじめ把握すること。

・ 地方公共団体は、武力攻撃事態等において、危険動物等が逸走した場合

の連絡体制並びに関係機関及び関係地方公共団体との役割分担の明確化

や協力体制について、あらかじめ整備すること。

○ 要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等

・ 地方公共団体は、武力攻撃事態等において、所有者等が行う要避難地域

等において飼養又は保管されていた家庭動物等の適切な飼養又は保管の

活動への支援や動物愛護管理センター等の活用等当該地方公共団体が実

施する措置に関し、連絡体制の整備や関係機関及び関係地方公共団体と

の役割分担の明確化や協力体制について、あらかじめ整備すること。

・ 地方公共団体は、武力攻撃事態等において、要避難地域における家庭動

物等の保護等を行うためにケージ（おり）等の必要な資材や飼料等の確

保に関する取組（関係する企業等の連絡先の把握その他の供給・調達体

制の整備等）を行うこと。

２ 武力攻撃事態等における動物の保護等

地方公共団体は、武力攻撃事態等において、以下の措置を実施する者の安全

の確保に十分配慮して、可能な範囲で、関係機関及び関係地方公共団体と連携

協力を図りながら、当該措置の実施に努めるものとする。

○ 危険動物等の逸走対策

・ 地方公共団体は、武力攻撃事態等において、危険動物等が逸走した場合

は、住民及び避難住民への周知並びに避難誘導を図ること。
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・ 地方公共団体は、逸走した危険動物等の迅速な捕獲等の必要な措置を行

うこと。

・ 地方公共団体は、逸走した危険動物等により住民及び避難住民に危害が

及んだ場合には、迅速な救援活動等を行うこと。

○ 要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等

・ 地方公共団体は、武力攻撃事態等において、所有者等が行う要避難地域

等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護の支援や負傷した

家庭動物等の保護収容を行うとともに、家庭動物等についての相談・助

言等の必要な措置を実施すること。

・ 地方公共団体は、武力攻撃事態等において、動物の愛護及び避難住民の

精神的安定等を図る観点から、所有者等が要避難地域等において飼養又

は保管されていた家庭動物等の飼養又は保管を避難所において行う場合

には、その活動を支援するとともに、家庭動物等についての相談・助言

等必要な措置を実施すること。

３ 緊急対処事態における動物の保護等

緊急対処事態における動物の保護等については、１及び２に準ずるものとす

る。
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１０ 安否情報収集様式（避難住民・負傷住民）
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１１ 安否情報収集様式（死亡住民）
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１２ 安否情報報告書様式
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１３ 安否情報照会書様式
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１４ 安否情報回答書様式


